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１ 運営指導と監査について 

札幌市では、利用者の自立支援や尊厳の保持を念頭に置き、介護給付等対象サービスの取扱

いや介護報酬の請求に関する事項について、その周知徹底と遵守を図ることを指導の方針とし

ています 

 

◆運営指導 

・事業所において、人員や運営に関する書類や設備の確認、管理者からのヒアリングを行い

ます。 

・関係法令や指定基準を遵守した運営が行われているか確認します。適切な運営が行われて

いない場合は、是正するよう指導します。 

・各種加算について、算定要件を満たしているか確認します。不適切な報酬請求が行われて

いた場合は、過誤調整が必要となります。 

・運営指導において指導を行う場合、指導の段階には「文書指導」、「口頭指導」の２つの段

階があります。 

・「文書指導」があった場合には、改善状況報告書及び改善状況を挙証する書類等の提出が

必要となります。 

 

◆監査 

・重大な基準違反、報酬の不正請求、高齢者虐待などが疑われる場合に監査を行います。 

・運営指導を実施中に、上記を確認した場合には、監査に変更することがあります。 

・監査の結果、不正の事実が確認された場合は、改善勧告・命令、指定の一部又は全部の停

止や取り消し等を行うことがあります。 

札幌市介護保険施設等指導監査要綱（令和５年９月６日改訂） 

札幌市ホームページ 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/20230906shidokansayoukou.pdf 
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２ 人員・設備基準について 

 

１．介護従業者 

  ❏従業者のうち１人以上の者は、常勤の保健師又は看護師である。 

  ❏従業者のうち常勤換算方法で 2.5 以上の者は、看護職員（保健師、看護師又は准看護

師）である。 

   必要な人員 

 本体事業所 サテライト型事業所 

日中 通い 

サービス 

常勤換算方法で３：１以上 

※１人以上は保健師、看護師

又は准看護師 

※前年度平均により通いサー

ビス利用者数を算出 

常勤換算方法で３:１以上 

※１人以上は保健師、看護師又

は准看護師 

※前年度平均により通いサービ

ス利用者数を算出 

訪問 

サービス 

常勤換算方法で 2.0 以上 

※１以上は保健師、看護師又

は准看護師 

※サテライト型事業所の利用 

者に対しサービス提供可能 

本体事業所の職員によりサテラ

イト型事業所の登録者の処遇が

適切に行われる場合には、２名

以上を配置 

※１以上は保健師、看護師又は

准看護師 

夜間・ 

深夜 

夜勤職員 夜間及び深夜の時間帯を通じ

て１以上 

夜間及び深夜の時間帯を通じて

１以上 

宿直職員 夜間及び深夜の時間帯を通じ

て１以上 

本体事業所の適切な支援を受け

ることができる場合、置かない

ことができる 

看護職員 常勤換算方法で 2.5 以上 常勤換算方法で 1.0 以上 

介護支援専門員 小規模多機能型サービス等計

画作成担当者研修を修了した

者 

本体事業所の介護支援専門員に

よりサテライト型事業所の登録

者に対して「居宅サービス計

画」の作成が適切に行われると

きは、介護支援専門員に代え

て、「看護小規模多機能型居宅

介護計画」の作成に専ら従事す

る小規模多機能型サービス等計

画作成担当者研修を修了してい

る者の配置が可能 

 

(1) 通いサービスの提供に当たる職員数 

通いサービスの提供に当たる職員数を求めるには、「通いサービス利用者数」を求める必

要があります。 
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 『通いサービス利用者数』 

前年度（毎年４月１日～３月 31 日）の全利用者の延べ数（看護小規模多機能型居宅介護は、1

日ごとの同時に通いサービスの提供を受けた者（短期利用居宅介護費を算定する者を含む。）の

数の最大値を合計したもの）を当該前年度の日数で割って得た数 

 

【算出例】 

昨年４月１日の通いサービスの利用者の数の最大値が７人、４月２日が８人、４月３

日が６人…とします。これを、３月 31 日まで全て足します。 

７＋８＋６＋…＝2,847 人（365 日分全て足します） 

これを、４月１日～３月 31 日の日数、365 日で割ります。 

  2,847÷365＝7.8（人） ←「通いサービス利用者数」です。 

通いサービスの提供に当たる職員数 

7.8 人の利用者に対して必要な職員数は、常勤換算方法で 3.0 以上 

※通いサービスの提供に当たる職員のうち、1人以上は看護職員（保健師、看護師又

は准看護師）である必要があります。 

 

※新規事業所の場合 

前年度の利用実績がない新規事業所では、推定数に応じた職員を配置してください。 

 

▼減算に注意！ 

前年度の平均はあくまで減算に当たるかどうかの基準となります。 

日々の実際の職員配置は実際の利用者数に応じた配置が必要ですが、前年度の平均値よ

りも今年度利用者数が少ない場合、実際の利用者数で配置すると減算となる可能性があ

るためご注意ください。 

通いサービスにおける人員基準欠如減算（100 分の 70） 

❏人員基準上、必要な員数から１割を超えて減少した場合 

  → その翌月から人員基準欠如が解消される月まで利用者の全員について減算 

 ❏人員基準上、必要な員数から１割の範囲内で減少した場合 

  → その翌々月から人員基準欠如が解消される月まで利用者の全員について減算 

 

(2) 訪問サービスの提供に当たる職員数 

訪問サービスの提供に当たる職員数は、日中の時間帯において常勤換算方法で 2.0 以上必

要となり、このうち、１人以上は看護職員（保健師、看護師又は准看護師）である必要があ

ります。なお、サテライト型事業所については、本体事業所の職員によってサテライト型事

業所の登録者の処遇が適切に行われる場合には、２名以上を配置することで足りることとし

ています。 

▼減算に注意！ 

訪問サービスにおける人員基準減算（100 分の 70） 

❏人員基準上、必要な員数から１割を超えて減少した場合 

  → その翌月から人員基準欠如が解消される月まで利用者の全員について減算 

 ❏人員基準上、必要な員数から１割の範囲内で減少した場合 

  → その翌々月から人員基準欠如が解消される月まで利用者の全員について減算 
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サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の訪問サービスにあたる本体事業所の

職員については、下記のいずれかに該当する場合、 

❏当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が基準に定める員数に満たない事態  

が２日以上連続して発生した場合（100 分の 70） 

❏当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が基準に定める員数に満たない事態 

が４日以上発生した場合（100 分の 70） 

→ その月の翌月において利用者の全員について減算 

 

(3) 宿泊サービスの提供に当たる職員数 

ア．宿泊サービスを利用している利用者がいる場合 

夜勤１人及び宿直１人の計２人が最低限必要となります。この場合、必ずしもいず

れか１人以上が看護職員である必要はありませんが、電話等による連絡体制は確保し

てください。 

イ．宿泊サービスの利用者がいない場合 

夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対し訪問サービスを提供するための連絡体

制を整備しているときは、夜勤及び宿直を行う従業者を置かないことができます。 

※サテライト型事業所については、本体事業所の宿直職員がサテライト型事業所登録者か

らの訪問サービスの要請に適切に対応できる時は、宿直職員を置かないことができる。 

宿直職員は、主として登録者からの連絡を受けての訪問サービスに対応するために配置

されるものであることから、連絡を受けた後、事業所から登録者宅へ訪問するのと同等

程度の対応ができるなど、随時の訪問サービスに支障がない体制が整備されている場合

には、必ずしも事業所内で宿直する必要はありません。 

 

▼減算に注意！ 

宿泊サービスにおける人員基準減算（100 分の 70） 

下記のいずれかに該当する場合 

❏当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が基準に定める員数に満たない事態  

が２日以上連続して発生した場合 

❏当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が基準に定める員数に満たない事態 

が４日以上発生した場合 

→ その月の翌月において利用者の全員について減算 

 

(4) 介護従業者の兼務 

介護従業者が兼務できるのは、併設されている下記の介護サービスのみです。 

兼務できる介護サービス 兼務できる職種 

・指定認知症対応型共同生活介護事業所 

・指定地域密着型特定施設 

・指定地域密着型介護老人福祉施設 

・指定介護療養型医療施設（療養病床（医療法（昭和 23 年法律第

205 号）第７条第２項第４号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）

を有する診療所であるものに限る。） 

・介護医療院 

介護職員及び看護職員 
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 併設事業所で兼務している場合の配置について 

看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設されている事業所においても介護従業者と

して兼務している場合、シフト表を分ける必要があります。 

例えば、看護小規模多機能型居宅介護事業所と認知症対応型共同生活介護事業所を兼

務している場合、常勤の従業者が勤務すべき時間数が１日８時間だとすると、それぞれ

の事業所において実際に稼働した時間数が実績となるため、合算して８時間を超える配

置はできません。よって、併設事業所で兼務する場合には、それぞれの事業所での配置

時間を明確にし、職員配置を行ってください。 

なお、適切に配置されていない場合、減算の可能性がありますのでご注意ください。 

 

 

２．管理者 

〇常勤であること 

〇専ら管理者の職務に従事する者であること 

  ただし、管理業務に支障がない場合には下記の他の職務を兼ねることができる。 

 ・同じ看護小規模多機能型居宅介護事業所のその他の職務に従事する場合 

   ・「１⑷介護従業者の兼務」で示した施設等の職務に従事する場合 

・当該指定看小規模多機能型居宅介護事業所が健康保険法による指定を受けた訪問看護

ステーションである場合に、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者又

は従事者としての職務に従事する場合。 

〇特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指定

小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サー

ビス事業所等の職員又は訪問介護員等として、３年以上認知症高齢者の介護に従事した経

験を有するものであること。 

〇113 号告示第二号に規定する研修を修了していること（Ａ又はＢを満たす） 

  Ａ 認知症対応型サービス事業管理者研修(H18 年度～)を修了 

  Ｂ 認知症高齢者グループホーム管理者研修(H17 年度)を修了＋痴呆介護実務者研修(基礎

課程・H16 年度まで)又は認知症介護実践研修(実践者研修・H17 年度)を修了＋

H18.3.31 時点で特養、老健、老人デイ、ＧＨ等の管理者の業務に従事 

  ※保健師及び看護師の場合、研修修了は必須要件ではありません。 

 

※サテライト型事業所における配置基準 

管理業務に支障がない限り、本体事業所の管理者がサテライト型事業所の管理者を兼務

することができる。（サテライト型事業所の介護従業者としての兼務はできません。） 

 

注意！ 

管理者と他の職務を兼務することは可能ですが、あくまで職務に支障がない場合に限

ります。 

したがって、各事業所の管理者の職務の量や利用者の介護度など、様々な状況をよく

検討の上、判断をしてください。 

なお、事業所によっては、管理者と介護支援専門員、介護従業者と兼務をしている場

合もあるようですが、管理業務が疎かになり、指導や勧告を受けたり、利用者の処遇

（例えば、虐待など）に影響が出ていたりするケースもありますので、法人内でも十分

に検討して適切な事業所運営を行ってください。 
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 管理者の責務 

条例第 204 条において準用する第 60 条の 11 

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所の従業者の管理及び指定看護小規模多機能型居宅介護の利用の申込みに係る調

整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、当該看護小規模多機能型居宅介

護事業所の従業者に、この節（運営に関する基準）の規定を遵守させるため必要な指揮

命令を行うものとする。 

 

 事前協議が必要です！ 

「認知症対応型サービス事業管理者研修」や「認知症高齢者グループホーム管理者研

修」を修了していない職員を管理者として予定配置する場合、 

下記の２つを満たすことを確認する必要があるため、札幌市介護保険課へ事前協議を行

ってください。 

① 認知症介護実践研修（実践者研修）を既に修了済み 

② 直近回の管理者研修に申込を行い、当該職員が管理者研修を修了することが確実に

見込まれる 

各種研修は、年度ごとに実施日が決定されるため、年度初めなど、研修日程が未定での

変更（予定配置）はできません。人事異動や急な離職にも対応できるよう計画的な運営

に努めてください。 

 

 

３．介護支援専門員 

〇専ら介護支援専門員の職務に従事するものであること。 

  ただし、利用者の処遇に支障がない場合、下記の他の職務に従事することができる。 

・同じ看護小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務 

・「１⑷介護従業者の兼務」で示した施設等の職務 

〇113 号告示第三号に規定する研修を修了していること 

小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了 

 

※サテライト型事業所における配置基準 

本体事業所の介護支援専門員によりサテライト型事業所の登録者に対して、居宅サービ

ス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、専ら従事する小規模多

機能型サービス等計画作成担当者研修修了者（以下、研修修了者と記載）を配置すること

ができます。 

研修修了者はサテライト型事業所の登録者に係る「看護小規模多機能型居宅介護計画」

の作成に従事する者であり、次の業務については本体事業所の介護支援専門員が行わなけ

ればなりません。 

❏登録者の看護小規模多機能型居宅介護以外の居宅サービスを含めた「居宅サービス計

画」の作成 

❏法定代理受領の要件である看護小規模多機能型居宅介護の利用に関する市町村への届

出の代行 
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注意！ 

兼務が認められるのは、あくまで利用者の処遇に支障がない場合です。 

兼務する職種が多くなると、業務負担が重くなり、計画作成に支障をきたす可能性が

高くなることから、配置に当たっては慎重な対応をお願いします。 

 

▼減算に注意！  

・介護支援専門員が配置されていない。 

・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了していない。 

介護支援専門員が「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」を修了していな

い場合、人員基準欠如となり、欠如となった翌々月から解消に至った月まで利用者の

全員について減算の対象となります。 

 

 事前協議が必要です！ 

研修を修了した介護支援専門員の急な離職等により人員基準欠如となった場合で、 

「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」を修了していない新たな介護支援専

門員を予定配置する場合、 

下記の２つを満たすことを確認する必要があるため、札幌市介護保険課へ事前協議を行

ってください。 

① 認知症介護実践研修（実践者研修）を既に修了済み 

② 直近回の計画作成担当者研修に申込を行い、当該介護支援専門員が計画作成担当者

研修を修了することが確実に見込まれる 

▼減算に注意！ 

予定配置により研修が修了となるまでの間は減算としない取扱いをすることができま

すが、研修を修了できなかった場合には、人員基準欠如となり、人員基準欠如となった

翌々月まで遡って減算となりますのでご注意ください。 

（介護支援専門員の資格を取得するまでの間の減算を猶予する規定はありません。） 

各種研修は、年度ごとに実施日が決定されるため、年度初めなど、研修日程が未定での

変更（予定配置）はできません。人事異動や急な離職にも対応できるよう計画的な運営

に努めてください。 

 

【参考：各種研修】 

・認知症介護実践研修（実践者研修） 

実施主体 複数の法人 

参考（HP） 札幌市が指定した実施機関で行う研修―認知症介護実践研修（実践

者研修）―研修実施機関一覧を参照 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k230jissikikan-kenshu.html 

・認知症対応型サービス事業管理者研修 

実施主体 ア 北海道（事業所所在地の市町村担当課へ申し込む） 

 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/ninchisyo/doukensyu.html 

イ 複数の法人（詳細は、研修実施法人に確認願います） 
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・小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 

必要とされる職種 介護支援専門員、サテライト型事業所の計画作成担当者 

実施主体 北海道（事業所所在地の市町村担当課へ申し込む） 

 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/ninchisyo/doukensyu.html 

 

 

４．代表者 

〇次のいずれかの経験を有していること 

  ①特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、指

定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型

サービス事業所等の従業者、訪問介護員等として、認知症である者の介護に従事した経

験 

  ②保健医療サービス又は福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験 

〇113 号告示第四号に規定する研修を修了していること 

   認知症対応型サービス事業開設者研修を修了 

   ※保健師及び看護師の場合、研修修了は必須要件ではありません。 

みなし措置として、 

下記の研修のいずれかを修了している場合においても、代表者として必要な研修を修了

したものとみなされます。 

ア 実践者研修又は実践リーダー研修、認知症高齢者グループホーム管理者研修を修 

了（17 年局長通知及び 17 年課長通知に基づき実施されたものをいう。） 

 イ 基礎課程又は専門課程を修了 

  （12 年局長通知及び 12 年課長通知に基づき実施されたものをいう。） 

 ウ 認知症介護指導者研修 

（12 年局長通知及び 12年課長通知並びに 17 年局長通知及び 17年課長通知に基づ

き実施されたものをいう。）  

エ 認知症高齢者グループホーム開設予定者研修を修了 

（「介護予防・地域の支え合い事業の実施について」（平成 13 年５月 25日老発第 213 

号厚生労働省老健局長通知）に基づき実施されたものをいう。） 

 

 事前協議が必要です！ 

「認知症対応型サービス事業開設者研修」を修了していない代表者に変更する場合は、 

下記を満たすことを確認する必要があるため、札幌市介護保険課へ事前協議を行ってく

ださい。 

→ 変更の半年後又は次回の開設者研修のいずれか早い日までに研修を修了すること 

 

 

５．勤務表の作成 

(1)基準上求められること 

○原則として月ごとの勤務表を作成すること。 

○勤務表を作成する際には、下記の３点を明確にすること。 

①従業者の日々の勤務時間 
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②常勤・非常勤の別 

③職種の兼務状況 

※独自の勤務表様式を使用する場合は、特に留意してください。 

 

(2)よくある間違い 

間違い 注意点 

職種ごとの記載分けがさ

れていない 

複数の職種を兼務する職員については、職種ごとの勤務時間数

を明記してください。 

常勤・非常勤の別が無い ・常勤とは、勤務時間が、事業所において定められている「常

勤の従業者が勤務すべき時間数」に達していることを指しま

す。 

※正社員でも「常勤の従業者が勤務すべき時間数」まで働い

ていなければ、非常勤となります。 

・Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの分類が正しいか確認してください。 

職種の兼務状況が不明確 備考欄に兼務状況を明記してください。 

夜勤時間などの時間数の

入力誤り 

・利用者の生活時間帯と夜間及び深夜の時間帯とを区別してく

ださい。 

・休憩時間は除いてください。 

常勤換算数が 1.0 を超え

る 

・常勤換算数 

＝(従業者が働いた時間数)÷(常勤の従業者が働く時間数) 

※従業者 1 人当たり、常勤換算数は最大で 1.0 となります。 

※時間外労働は含みません。 

併設事業所での勤務時間

数が含まれている 

併設事業所で兼務する職員について、併設事業所分の勤務時間

数は除いてください。 

 

(3)記載例 ※勤務形態一覧表の一部を拡大 

 

 札幌太郎さんは、管理者と介護従業者の２つの職務を兼務している。 

→ 職種ごとに分けて記載し、勤務形態欄には常勤・兼務である「Ｂ」と記載します。

→ 勤務時間数は、職務ごとに勤める時間をそれぞれ記載する必要があるため、１日８    

時間勤務の札幌太郎さんは、そのうち４時間が管理者、残り４時間については、介

護従業者、という配置になっています。 

 介護花子さんは、介護支援専門員と介護従業者の２つの職務を兼務している。 

→ 計画作成業務を行う日と、介護従業者の職務を行う日を分けているパターンです。 

 

 



10 
 

６．設備基準 

(1) 登録定員 

29 人以下とする。※サテライト型事業所は 18人以下 

 

(2) 利用定員 

・通いサービスの利用定員：登録定員の 1/2 から 15 人 

              ※登録定員が 25人を超える場合は下表のとおり。 

※サテライト型事業所は 12 人まで 

・宿泊サービスの利用定員：通いサービスの利用定員の 1/3 から９人 

※サテライト型事業所は６人まで 

 本体事業所 サテライト型事業所 

登録定員 29人以下  18 人以下 

利用定員 

・通いサービス 

 

登録定員の 1/2 から下表の範囲内 

 

登録定員 利用定員 

25 人以下 15 人 

26～27 人 16 人 

28 人 17 人 

29 人 18 人 

  
 

登録定員の 1/2 から 12 人 

 

・宿泊サービス 通いサービスの1/3から９人  通いサービスの1/3から６人 
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３ 運営基準について 

 

１．変更届出書の提出 

  事業者は、事業所の名称、所在地、管理者、介護支援専門員などの届出事項に変更があっ

たときは、届出を行うことが介護保険法第七十八条の五において定められており、変更から

10 日以内に提出する必要があります。 

変更届出書の提出が必要な事項及び必要書類については、本市ホームページ「変更届出一

覧」を参照して確認するようにしてください。 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/henkoutodokeitiranh3006.pdf 

 

 提出前に確認する項目 

❏事業所番号は正しいか 

❏サービスの種別は書かれているか 

❏雇用証明 → 法人記入欄が本人記入欄より日付が後ろになっていないか 

❏勤務表  → 常勤・非常勤の記載は正しいか 

備考欄に兼務状況が記載されているか 

介護従事者の勤務時間の合計は正しく計算されているか 

※添付書類は不足していないか 

※事前協議が必要な変更ではないか 

※添付書類の不足により受理できないケースが数多くありますので、届出前には必ず添付書

類に不足がないかご確認ください。 

 

 

２．内容及び手続の説明及び同意 
(1)よくある指導事項 

❏運営規程や重要事項説明書に記載された利用料の負担割合が「１割又は２割」のままと

なっている。 

❏重要事項説明書、パンフレット等に載っている料金表が、１割負担のみ想定している。 

❏重要事項説明書、パンフレット等に載っている料金表が、令和３年４月１日の報酬改定

が反映されていない。 

 

(2)基準上求められること 

サービス提供の開始に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概

要、勤務体制その他サービスの選択に資すると認められる重要事項（事故発生時の対応、苦

情処理の体制等）を記した文書を交付して説明を行い、提供開始について同意を得ることと

なっています。 

 

(3)留意事項 

記載が不十分なものは改定が必要です。 

例）・「負担割合は１割～３割とする」 

・「負担割合は介護保険負担割合証に記載された割合とする」 

・１割の料金表には「１割負担の場合」等注釈を付す      など 
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３．苦情処理（苦情相談窓口の掲示） 

(1)よくある指導事項 
❏苦情の相談窓口の掲示がない。 

❏苦情相談窓口について、玄関等にファイリングされた重要事項説明書にのみ記載してお

り、一見してわからない。 

 
(2)基準上求められること 

利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるため

の窓口を設置する等の必要な措置を講じること。 

上記「必要な措置」とは、相談窓口、苦情処理体制及び手順等について、利用申込者又は

その家族に文書にて説明するとともに、事業所内の利用者や家族が見やすい場所に掲示する

こと等です。 

 
 

４．主治の医師との連携について 

(1)常勤の保健師又は看護師の役割 

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の常勤の保健師又は看護師は、利用者の主治医が

発行する訪問看護指示書に基づき看護サービスが行われるよう、主治医との連絡調整、看護

サービスの提供を行う看護師等の監督等必要な管理を行わなければなりません。 

なお、主治医とは、利用申込者の選定により加療している医師をいい、主治医以外の複数

の医師から指示書の交付を受けることはできません。 

 

(2)指示書の交付 

看護サービスの利用対象者は、その主治医が看護サービスの必要性を認めた場合に限られ

るものであることを踏まえ、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、看護サービスの提

供の開始に際しては、利用者の主治医が発行する看護サービスに係る指示の文書の交付を受

けなければなりません。 

 

(3)主治の医師との連携 

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の常勤の保健師又は看護師は、主治医と連携 を

図り、適切なサービスを提供するため、定期的に看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護

小規模多機能型居宅介護報告書（※）を主治医に提出しなければなりません。 

看護サービスの提供に当たっては、特に医療施設内の場合と異なり、看護師等が単独で行

うことに十分留意するとともに慎重な状況判断等が要求されることを踏まえ、主治医との密

接かつ適切な連携を図ってください。 

※看護小規模多機能型居宅介護報告書は訪問看護報告書の様式を使用しても問題ありませ

んが、報告者は常勤の保健師又は看護師となります。 

 

 

５．居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画 

(1)基準上求められること 

居宅サービス計画と看護小規模多機能型居宅介護計画書の２つの計画を作る必要がありま

す。 
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(2)居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の変更について 

利用者の身体状況の変化やモニタリングの結果、居宅サービス計画及び看護小規模多機能

型居宅介護計画を変更することとなった場合は、担当者会議の記録や支援経過の記録等の中

で、変更となった理由が分かるように記載をお願いします。 

 

 要件に注意！ 

総合マネジメント体制強化加算について 

当該加算は、下記の取組みについて評価するための加算で、ア及びイの２つの要件

を満たす必要があります。記録等により、その取り組みが分かるようにしましょう。 

 

ア．利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、多職種（介護支援専

門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者）と意思疎通を図り、看護小規

模多機能型居宅介護計画の内容について、随時適切に見直しを行っていること。 

※上記計画の見直しでは、多職種協働により行われるものであるが、その都度全

ての職種が関わらなければならないものではなく、見直しの内容に応じて、適

切に関係者がかかわることで足りる。 

※必ずしもカンファレンスなどの会議の場により行われる必要はなく、日常的な

業務の中で、看護職員や介護職員等の意見を把握し、これに基づき上記計画の

見直しが行われていればよい。 

 居宅サービス計画 看護小規模多機能型居宅介護計画 

作成者 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員 

内容 利用者の希望及び利用者のアセスメント

の結果に基づき、利用者家族の希望及び

当該地域における指定居宅サービス等が

提供される体制を勘案して、当該アセス

メントにより把握された解決すべき課題

に対応するための最も適切なサービスの

組み合わせについて検討する。 

利用者の心身の状況、希望及びその置か

れている環境を踏まえて、他の看護小規

模多機能型居宅介護従業者と協議の上、

援助の目標当該目標を達成するための具

体的なサービスの内容等を記載した看護

小規模多機能型居宅介護計画を作成す

る。 

記載 

事項等 

・利用者及びその家族の生活に対する意

向 

・総合的な援助の方針 

・生活全般の解決すべき課題 

・提供されるサービスの目標及びその達

成時期 

・サービスの種類、内容及び利用料並び

にサービスを提供する上での留意事項

等 

・援助の目標 

・当該目標を達成するための、看護小規

模多機能型居宅介護事業所における具

体的なサービスの内容等 

評価 

見直し 

・利用者宅を訪問し、利用者及びその家

族に面接してアセスメントを行ってく

ださい。 

・少なくとも毎月モニタリングを行い、

結果を記録してください。 

 

・日々の様態、希望等を勘案し、随時適

切に通いサービス、訪問サービス及び

宿泊サービスを組み合わせた介護を行

わなければなりません。 

・居宅サービス計画が変更された場合

は、居宅サービス計画に沿って看護小

規模多機能型居宅介護計画の内容の見

直しを行って下さい。 
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イ．日常的に地域住民との交流を図り、地域の行事や活動などに積極的に参加するこ

と。 

※サービス提供記録や業務日誌等、既存の記録において確認できれば足りる。 

 ウ．地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、事業所におい

て提供することのできる具体的な内容に関する情報提供を日常的に行っているこ

と。 

   ※「その他の関係施設」とは、介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護事業

所等の地域密着型サービス事業所又は居宅介護支援事業所をいう。 

   ※「具体的な内容に関する情報提供」とは、看護小規模多機能型居宅介護事業所

において受け入れ可能な利用者の状態及び提供可能な看護サービス（例えば人

工呼吸器を装着した利用者の管理）等に関する情報提供をいう。 

 

(3)留意事項 

 ・同意欄に家族の名前のみ署名されている場合は、利用者の同意とは認められません。 

・利用者家族等が、同意欄に利用者名を代筆する場合は、「代筆者 ○○ ○○」などと併 

記し、代筆であることを明確にしてください。 

 記載例  ※利用者：札幌 太郎 利用者の家族：北海 花子 

例 1 

同意欄  利用者：札幌 太郎 

     代筆者：北海 花子 

例 2 

同意欄  利用者：札幌 太郎 

     代理人代筆者：北海 花子 

※既に様式があり、すぐに差

し替えることが難しい場合

等は、左記のように二重線

で消して「代筆者」とし、

ご家族のお名前を書いてい

ただいて構いません。 

 

 

６．個人情報の取扱い（秘密保持等） 

(1)従業者の秘密保持 

 ア．よくある指導事項 

❏従業者から秘密保持に関する誓約書をもらっていなかった。 

❏誓約書をもらっているが、退職後の記載が無かった。また、違約金等についての定めが

無く、必要な措置を講じているとはいえない様式であった。 

※退職後の秘密保持について、退職時に誓約書をもらっている事例が散見されますが、急

な退職も想定されるため、雇用時の様式に退職後の記載を行うことが望ましいです。 

 

イ．基準上求められること 

○従業者が利用者又は家族の個人情報を漏らすことがないよう、誓約書をもらう等の、必

要な措置を講じること。 

○誓約書をもらう際には、在職中に限らず退職後も秘密を保持する旨を定めること。 

○単なる誓約に留まることのないよう、違約金等についての定めを置く等の措置を講ずる

こと。 

 

ウ．秘密保持誓約書の例 

経済産業省作成の「秘密情報の保護ハンドブック」（以下参照）にて秘密保持誓約書の

例が示されておりますので、参考までにご確認ください。 

「秘密情報の保護ハンドブック」 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/ 
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※上記ページ内の下部に「秘密情報の保護ハンドブック」のリンク先があり、今回掲載

した秘密保持誓約書の例は、P183 に掲載されています。 

 

(2)利用者及び家族の同意 

ア．よくある指導事項 

○利用者本人の同意を得ているが、利用者家族の同意を得ていなかった。 

 

※利用者本人の同意しか得ていないのに家族の個人情報を使用している事例が散見されま

す。家族の個人情報を用いる場合は、家族の同意を別に得ることが必要です。 

 

※同意書様式に「利用者家族」の代わりに「代理人」欄を設定している事例が散見されま

すが、「代理人」欄はあくまで利用者の代理人ですので、基準上求められる「家族」の

同意とは認められません。 

 

イ．基準上求められること 

サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の書面同意

を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は、利用者の家族の書面同意を得ること。 

 

不適切な様式 

 

個人情報利用同意書 
 

私の個人情報について… 
 
 
 

上記の内容について同意します。 
令和○年○月○日 

利用者      印 
代理人      印 

 

 

 

改善後の様式（例） 

 

個人情報利用同意書 
 

私（利用者及びその家族）の個人情報について… 
 
 
 

上記の内容について同意します。 
令和○年○月○日 

           利用者      印  

家族（続柄）   印   
代理人      印 

 

 

 

問題点① 
個人情報を利用する対

象に家族が入っていな

い。または対象として

いるか不明確。 

問題点② 
同意欄に「家族」の同

意欄が無い。 

改善点① 
個人情報を使用する

対象に「家族」を盛

り込んだ。 

改善点② 
同意欄に「家族」の

同意欄を盛り込ん

だ。 
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７．事故発生時の対応 

事故が発生したら、速やかに利用者家族等や関係機関へ連絡して必要な措置を講ずるとと

もに、札幌市へ報告が必要な事故については、遅くとも５日以内を目安に提出してくださ

い。 

 

(1)提出書類 

・事故等発生状況報告書 

・事業所で作成している事故記録（写し） 

・事故発生時からその後の対応経過を記録した「介護記録」 

※事故記録（写し）や介護記録の添付漏れが散見されますので、忘れずに提出してくだ

さい。 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k250jiko.html 

 
(2)よくある指導事項 

❏事業所の独自判断で、ヒヤリハットとしている事例があった。 

❏旧様式で作成していた。 

❏薬忘れ等の誤薬事故等について、報告がされていなかった。 

 
(3)報告が必要な事故 

ア．利用者処遇に関するもの 

・死亡事故（病気によるものを除く。） 

・虐待 

・失踪・行方不明（現在も捜索中のもの） 

・骨折・打撲・裂傷等（医療機関に受診したもの） 

・誤薬・誤食・誤嚥・誤薬（落薬含む） 

・不法行為 

・無断外出（発見された場合） 

・その他（送迎中の事故等、事業者の都合によりサービス提供に影響がでた場合） 

イ．施設・事業所及び役職員に関するもの 

・不適切な会計処理 

・不法行為等 

ウ．その他 

・事件報道が行われた場合 

・その他必要と認められる場合 
 

 再発防止策の検討を！ 

事故報告の重要な目的の一つは、同様の事故の再発防止を図ることにあります。 

そのため、単に発生した事故内容を職員間で情報共有するだけでなく、再発防止のため

にどのような対応策があるか、十分に検討したうえで、その内容についても記載して報

告してください。 

◆誤嚥による死亡事故 

誤嚥による死亡事故が報告されております。各事業所におきましては、日頃の介護の

中で、嚥下状態を把握しながら誤嚥の危険性を察知し、その時の状態に応じてミキサー

食等の対応を行うなど、適切に対応をお願いします。 

 

 



17 
 

８．運営推進会議 

(1)基準上求められること 

ア．利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市町村職員又は地域包括支援センター職

員、知見を有する者等により構成される運営推進会議を設置し、おおむね２月に１回以

上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等

を聴くこと。 

報告する活動状況（例） 

・活動報告（事業所内のイベント、避難訓練の実施状況など） 

・利用者の状況（利用者数や食事内容、感染症の発生状況など） 

・事故及びヒヤリハットの報告 

・地域への情報提供（事業所からの内容に限らず、出席者からの情報提供も含む） 

・その他（職員の入退職、異動など） 

 

イ．運営推進会議での報告、評価、要望、助言等についての記録を作成し、公表すること。 

記録を作成 

・活動状況の報告等に対する評価 

・会議で挙がった要望、助言等 

※無かった場合は、その旨を記録してください 

 公表する（例） 

・運営推進会議の議事録を利用者や利用者家族に配布する（運営推進会議への参加の有無

にかかわらず配布する） 

・議事録を事業所に掲示したり、事業所のホームページに掲載したりする   など 

 

(2)よくある指導事項 

❏議事録を参加者にのみ配布しており、公表していなかった。 

❏６回すべて、近隣の事業所と合同で開催していた。 

 

(3)合同開催の注意点について 

次の条件を満たす場合に行うことができます。 

・１年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えないこと 

・利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護するこ

と。 

・同一の日常生活圏域内（札幌市では同一区内）に所在する事業所であること。 

ただし、事業所間のネットワーク形成の促進が図られる範囲で、地域の実情に合わせて、

区外（ただし札幌市内に限る。）に所在する事業所であっても差し支えない。 

 

(4)臨時的な取扱いの終了について 

  これまで、コロナ禍により感染拡大防止の観点から、やむを得ず「書面会議」とする取り

扱いを認めておりましたが、令和５年６月以降に開催する運営推進会議については、書面会

議とすることはできなくなりましたので、通常通り対面にて行ってください。 

  なお、運営推進会議の開催時期に事業所において新型コロナウイルス感染者が発生してい

る場合には、開催時期をずらす等の対応を行い、必ず対面にて行ってください。また、当該

理由により運営推進会議を延期した場合については、延期となった理由を議事録に記載して

ください。 
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参考：本市通知 （令和５年（2023 年）５月 25日付札介保（指）第 2058 号） 

札幌市ホームページ  

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/sinngatakorona.pdf 

 

 

９．事業所評価（自己評価）及び外部評価 

(1)基準上求められること 

・年に 1回以上の頻度で、自ら提供しているサービスの質の評価（以下、「事業所評価（自

己評価）」という。）を行うとともに、その結果について運営推進会議において第三者の観

点からサービスの評価（外部評価）を受ける必要があります。 

・サービスの評価（外部評価）を行う際の運営推進会議においては、利用者、利用者の家

族、地域住民の代表者等、地域包括支援センター職員に加えて、小規模多機能型居宅介護

のサービスや評価ついて知見を有し、公正・中立な第三者(※)の立場にある方の参加が必

須となります。 

 

 ※小規模多機能型居宅介護のサービスや評価について知見を有し、公正・中立な第三者 

   事業者団体関係者、学識経験者、外部評価調査員研修修了者、他法人が運営する（看

護）小規模多機能型居宅介護事業所の管理者    など 

 

・事業所評価は、事業所運営において最低限守らなければならない基準だけではなく、事業

所ごとに行っているサービスの内容等についても評価するものであることから、実地指導

時に行う基準の確認である「自己点検シート」のチェックを行なうだけでは不十分となり

ます。 

厚労省作成の参考様式をホームページに掲載していますので、ご活用ください。 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/jikohyouka-chimitsu.html 

 

・事業所評価を行うに当たっては、一部の従業者だけでなく全ての従業者の協力のもと実施

し、評価の実施後には職員会議等で取り上げ、事業所全体として更なるサービスの質の向

上に向けて評価結果の周知をするとともにサービス改善策の話し合い等を行ってくださ

い。 

 

(2)指導事項 

❏事業所評価（自己評価）及び外部評価結果を、利用者及び利用者家族へ提供していなか

った。 

❏事業所評価（自己評価）及び外部評価結果を、事業所内に掲示していなかった。 

❏事業所評価（自己評価）及び外部評価を、１年に１回以上実施していなかった。 

❏知見を有する者が参加していない運営推進会議で外部評価を行っていた。 

 

 

10．非常災害対策 

(1)よくある指導事項 

❏避難訓練の回数不足（消防計画等で定めた回数を実施していない）。 

❏地震を想定した避難訓練を実施していない。 
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❏浸水想定区域（又は土砂災害危険箇所）内に立地しているが、水害（又は土砂災害）を

想定した計画（避難確保計画）を作成していない。 

❏浸水想定区域（又は土砂災害危険箇所）内に立地しているが、水害（又は土砂災害）想

定した訓練を実施していない。 

 

(2)基準上求められること 

火災、地震、風水害などの非常災害対策については、基準上、非常災害に関する具体的

計画（※非常災害対策計画）を立てるよう求めています。また、非常災害時の関係機関へ

の通報及び連携体制の整備を行い、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的

に避難、救出その他必要な訓練の実施を行わなければなりません。そして、訓練の実施に

あたっては、地域住民の参加が得られるよう努めなければならないこととされています。 

※非常災害対策計画とは消防計画（これに準ずる計画を含む）及び風水害、地震等の災害に

対処するための計画を言い、災害ごとに個別又は複合的に記載した計画の作成が必要です

（複合的に記載した計画とする場合は、それぞれ個別計画に記載が必要とされている項目

を盛り込む必要があります）。 

 浸水想定区域又は土砂災害危険

箇所「内」に立地する事業所 

浸水想定区域又は土砂災害危険

箇所「外」に立地する事業所 

火災 計画 消防計画など（必須） 

訓練回数 消火、避難訓練を年に２回以上必須 

地震 計画 消防計画など（必須） 

訓練回数 年に１回以上必須 

水害 

又は 

土砂 

災害 

計画 避難確保計画（必須） 避難確保計画又はこれに準ずる

計画（作成推奨） 

訓練回数 年に１回以上必須 年に１回以上推奨 

その他災害 適宜 

※浸水想定区域又は土砂災害危険箇所内に位置する事業所については、以下 HP内の「要配慮者

利用施設一覧表（R2.12.8）【PDF】」などにより確認が可能です。 

https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/higoro/fuusui/hinankakuhosinsuibousi.html 

※新規採用職員等には随時訓練や教育を実施してください。 

※浸水想定区域や土砂災害危険箇所、山地災害危険地区などは下記のアドレスからご確

認いただくことができますので、ご活用ください。また、浸水想定区域等の情報につ

いては常に最新のものを確認するようにしてください。 

・札幌市地図情報サービス 

https://www.city.sapporo.jp/johoo/it/web_gis/web_gis.html 

・浸水想定区域 

https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/higoro/fuusui/ssh_map.html 

 

・土砂災害危険箇所 

 https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/higoro/fuusui/dosha_kiken.html 

・山地災害危険地区 

 https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/tisan/kikentiiki/index.html 

・地震防災マップ 

https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/higoro/jisin/jbmap.html 

・大雨（浸水害）及び洪水警報の危険度分布（気象庁） 

https://www.jma.go.jp/bosai/risk/#elements:inund/zoom:5/lat:33.998027/lon:135.021

973/colordepth:normal 
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(3)避難確保計画について 

上記(2)の表のとおり、平成 29 年６月に水防法及び土砂災害防止法が改正され、浸水想定

区域又は土砂災害危険箇所「内」に立地する事業所（介護施設）は、避難確保計画の作成及

び訓練の実施が義務化されました。 

令和２年 10 月に該当する事業所に対して避難確保計画の作成、提出を依頼済みですが、

まだ未作成（未提出）の事業所におかれましては、至急作成のうえ、介護保険課に提出をお

願いします. 

浸水想定区域又は土砂災害危険箇所「内」に立地しているが避難確保計画未作成（未提

出）の場合、基準違反及び法令違反となります。 

 

※避難確保計画については、本市の危機管理対策室の情報をご活用ください。 

①札幌市 HP「洪水時における地下施設・要配慮者利用施設への対策について」

https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/higoro/fuusui/hinankakuhosinsuibousi.htm

l 

②「要配慮者利用施設における避難確保計画作成要領」

https://www.city.sapporo.jp/kikikanri/higoro/fuusui/documents/hinankakuho_saku

seiyouryou_210714.pdf 

 

(4)業務継続計画との関係 

事業者に対しては、上記非常災害対策計画のほか業務継続計画（基準省令で定められてい

る）の策定が基準上義務付けられています。業務継続計画については、全ての事業所が策定

を義務付けられていますが、令和６年３月 31 日までは努力義務となっており、令和６年４

月１日以降は義務付けとなります。 

 

参考：介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha

/douga_00002.html 

 

(5)非常災害対策計画及び業務継続計画で定めた訓練の合同訓練の実施について 

業務継続計画においては、感染症及び災害に係る訓練（各年１回以上）の実施が定められ

ていますが、感染症の業務継続計画で定めた訓練を感染症の予防及びまん延の防止のための

訓練と一体的に実施することも差し支えありません。また、災害の業務継続計画で定めた訓

練を消防計画や避難確保計画等の非常災害対策計画に定めた訓練と一体的に実施することも

構いません。 
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４ 令和６年３月 31 日まで努力義務としているもの 

令和３年度報酬改定に伴う努力義務の内容については、猶予期間を待たずに、速やかに対応

をお願いいたします。 

※各項目の詳細は、令和３年度の集団指導の資料（共通事項 P17～）をご確認ください。 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/kyoutuuzikou2021.pdf 

 

１．感染症対策の強化 

感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組が義務付け

られます。 

（1）感染対策委員会の設置・開催  

（2）感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備  

（3）感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施  

○実施頻度 

委員会 
おおむね６月に１回以上 

※他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営可能 

研 修 

定期的（年１回以上） 

※感染症の業務継続計画に係る研修（２の(1)）と一体的に実施可能 

※新規採用時にも研修を実施することが望ましい 

訓 練 定期的（年１回以上） 

 

 

２．業務継続に向けた取組の強化 

感染症や災害が発生した際にも、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築す

る観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続計画（ＢＣＰ）の策定や、研修

の実施、訓練（シミュレーション）の実施が義務づけられました。 

（1）感染症に係る業務継続計画に記載すべき項目  

（2）災害に係る業務継続計画に記載すべき項目  

 ○実施頻度 

研 修 定期的（年１回以上）＋新規採用時 

※感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症対策に係る研修（１

の(3)）と一体的に実施可能 

※新規採用時にも研修を実施することが望ましい 

訓 練 定期的（年１回以上） 

※感染症の業務継続計画に係る訓練については、感染症対策に係る訓練（１

の(3)）と一体的に実施可能 

※災害の業務継続計画に係る訓練については、非常災害対策に係る訓練と一

体的に実施可能 
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３．高齢者虐待防止の推進 

入所者・利用者の人権擁護、虐待の防止等（虐待等の未然防止、虐待等の早期発見、虐待

等への迅速かつ適切な対応）のため、必要な体制の整備を行い、従業者に対し研修を実施す

る等の措置を講じなければならない旨が規定されました。 

（1）運営規程に「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めること  

（2）虐待の発生又は再発を防止するための措置を講じること  

○実施頻度 

委員会 

定期的 

※関係する職種、取り扱う事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議

体を設置している場合、これと一体的に設置・運営可能 

研 修 定期的（年１回以上）＋新規採用時 

 

 

４．認知症介護基礎研修の受講 

認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現して

いく観点から、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス

事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認

知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることが義務となりました。また、

新入職員の受講については、採用後１年間の猶予期間が設けられていますが、採用後 1年間

を経過するまでに認知症介護基礎研修を受講する必要があります。 

■当該義務付けの対象とならない者 

看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、介護職員初任者

研修修了者、生活援助従事者研修修了者に加え、介護職員基礎研修課程又は訪問介護養成

研修課程一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、薬剤師、理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、栄養管理士、栄養士、あん摩マッサージ

師、はり師、きゅう師等 
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1．人員基準欠如減算 

  当該減算をすればよいということではありませんので、人員基準違反を未然に防ぐよう注

意して運営してください。 

 

(1)看護・介護職員 

ア．人員基準上、必要な員数から１割を超えて減少した場合 

   → その翌月から人員基準欠如が解消される月まで利用者の全員について減算（100 分

の 70） 

 イ．人員基準上、必要な員数から１割の範囲内で減少した場合 

   → その翌々月から人員基準欠如が解消される月まで利用者の全員について減算（100

分の 70） 

 

(2)介護支援専門員 

  欠如となった翌々月から人員欠如が解消される月まで利用者の全員について減算（100 分

の 70） 

 

(3)夜間及び深夜の勤務又は宿直を行う職員 

(4)サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の訪問サービスにあたる本体事業所の職 

 員 

上記(3)、(4)については、下記のいずれかに該当する場合、その月の翌月において利用者

の全員について減算（100 分の 70） 

ア． 当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が基準に定める員数に満たない事態が

２日以上連続して発生した場合 

イ． 当該従事者が勤務すべき時間帯において職員数が基準に定める員数に満たない事態が

４日以上発生した場合 

 

 

２．サービス提供が過少である場合の減算 

(1)基準について 

通いサービス、訪問サービス（訪問看護含む）及び宿泊サービスの算定月における提供回

数について、登録者数（短期利用居宅介護費を算定する者を除く。）１人当たり平均回数が

週４回に満たない場合は、所定単位数の 100 分の 70 に相当する単位数を算定する。 

 

(2)登録者１人当たり平均回数について 

 暦月ごとに下記のとおり計算して、４回未満にならないか確認してください 

   〇計算方法 

   （当該月の日数）×（事業所の登録者数）＝Ａ 

   （当該月のサービス提供回数の合計）÷Ａ×７日＝登録者１人当たり平均回数 

 
(3)サービス提供回数に関する注意点 

 ア．通いサービス 

   １人の登録者が１日に複数回通いサービスを利用する場合は、複数回の算定が可能。 

 イ．訪問サービス（訪問看護含む） 

５ 介護報酬の算定における主な留意事項 
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   ・１回の訪問サービスを１回のサービス提供として算定してください。 

   ・登録者宅を訪問して見守りの意味で声掛け等を行った場合でも、訪問サービスの回 

数に含めて差し支えありません。 

    ※電話による見守りは訪問サービスの回数に含めることはできません。 

 ウ．宿泊サービス 

   ・１泊を１回として算定すること。 

   ・通いサービスに引き続いて宿泊サービスを行う場合は、それぞれを１回とし、計２回

として算定すること。 

 

(4)月の日数に関する注意点 

登録者が月の途中に利用を開始または終了した場合は、以下の日数は月の日数から除いて

ください。 

 ・利用開始日の前日以前の日数 

 ・利用終了日の翌日以降の日数 

 ※入退院の場合も同様に取り扱ってください。 

 

 

３．訪問看護体制減算 

 ○次のいずれにも該当する場合、減算となります。 

・前３か月において、利用者総数のうち、主治医指示に基づく看護サービスを提供した

利用者が 30％未満 

・前３か月において、利用者総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者が 30％

未満 

・前３か月において、利用者総数のうち、特別管理加算を算定した利用者が 5％未満 

 

注意！ 

①～③までの実利用者数は、前３月間において、継続して利用している利用者に対

して２回以上看護サービスを提供、もしくは加算を算定した場合であっても、１人と

数えることになるので留意してください。 

 ※割合の算出方法はＰ25 の例をご参照ください。 

①～③までの利用者数について、短期利用居宅介護費のみを算定した利用者は含み 

ません。 

 

 

４．医療保険の訪問看護を行う場合の減算 

〇末期の悪性腫瘍、その他別に厚生労働大臣が定める疾病等により訪問看護を行う必要が 

ある旨の指示を行った場合は、ひと月につき所定単位数を減算する必要があります。 

   

（月単位で減算） 

  要介護１～３：925 単位/月 

  要介護４  ：1,850 単位/月 

  要介護５  ：2,914 単位/月 

 

厚生労働大臣が定める疾病等 

多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋委縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハン

チントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻

痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がス

テージ 3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。）をいう。）、多系
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統萎縮症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮及びシャイ・ドレーガ―症候群を

いう。）、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、髄性筋萎縮症、慢性炎

症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頚髄損傷及び人工呼吸器を使用して

いる状態 

 

 〇利用者の急性憎悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別指示又は、

特別指示書の交付があった場合、交付日から 14日間を限度として医療保険の訪問看護と

なるため、当該特別指示の日数に応じて所定単位数を減算する必要があります。 

（日単位で減算） 

  要介護１～３：30単位/日 

  要介護４  ：60 単位/日 

  要介護５  ：95 単位/日 

 

 

５．看護体制強化加算 

(1)基準について 

 ○看護体制強化加算Ⅰは、以下のいずれにも該当する場合に算定することができます。 

①算定の前３か月において、利用者の総数のうち主治医指示に基づく看護サービス提供利

用者が 80％以上 

②算定の前３か月において、利用者の総数のうち緊急時訪問看護加算を算定した利用者が

50％以上 

③算定の前３か月において、利用者の総数のうち特別管理加算を算定した利用者が 20％以

上 

④算定の前 12 か月において、ターミナルケア加算を算定した利用者が 1名以上 

⑤登録特定行為事業者又は登録喀痰吸引等事業者として届出がなされている 

  

○看護体制強化加算Ⅱは、加算Ⅰの①～③のいずれにも該当する場合に算定することができ

ます。  

  

○①～③までの実利用者数は、前３月間において、継続して利用している利用者について２

回以上看護サービスを提供、もしくは加算を算定した利用者であっても、１人と数えるこ

とになるので留意してください。 

   

【例】特別管理加算を算定した実利用者の割合の算出方法 

   ６月に看護体制強化加算を算定する場合 

 

●：主治医指示に基づく看護サー 

ビス提供が１回以上あった月 

◎：特別管理加算を算定した月 

 

  

 

 算出方法 

① 前３月間の実利用者総数＝３（Ａ、Ｂ、Ｃの３人） 

② ①のうち特別管理加算Ⅰ、Ⅱを算定した実利用者数＝２（Ｂ、Ｃの２人） 

→①に占める②の割合＝２/３ ≧ 30％ …算定要件を満たす 

 

 ○本加算の算定にあたっては、算定日が属する月の前３月間、もしくは 12 月間においての

サービス提供状況、加算の算定に応じた利用者の割合を算出する必要があります。 仮に

 ３月 ４月 ５月 

利用者Ａ ● ● ● 

利用者Ｂ ◎（Ⅰ）   

利用者Ｃ ● （入院

等） 

◎（Ⅱ） 
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６月に算定を開始する場合は、5/15 以前（前月の 15 日まで）に届出をする必要があるた

め、５月分は見込みとして割合の算出に含めることとなります。見込みとして届出を提出

したあとに加算が算定されなくなる状況が生じた場合には、速やかにそのことを届け出て

ください。 

 
 

６．訪問体制強化加算 

(1)基準について  

○訪問体制強化加算は、訪問サービス（看護サービスは除く）の提供にあたる常勤の従業者

（保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士を除く）を２名以

上配置し、１か月における延べ訪問回数が 200 回以上である場合に算定する加算です。 

○ここでいう常勤の従業者とは、訪問サービスのみを行う従業者として固定する必要はな

く、訪問サービスも行っている常勤の従業者を２名以上配置した場合に算定が可能です。 

○「同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合」の基本報酬を算定する者の占める割

合が 50％以上である必要があり、これは各月の前月末時点での割合を用います。 

 

 

７．サービス提供体制強化加算 

(1)よくある指導事項 

❏介護福祉士の割合等について、実績を確認・記録することなく算定している。 

❏介護福祉士の割合等について常勤換算方法により算出していない。 

 

(2)職員の割合の算出方法 

 常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く）の平均を用いる。 

 ※新規事業所など、前年度の実績が６月に満たない事業所 

届出日の属する月の前３月の平均を用いる。ただし、届出を行った月以降においても、直

近３月間の割合について、毎月所定の割合を維持しなければならない。 

 

(3)基準について 

 要件 

共通 ①全従業者ごとの研修計画（※）を作成し、研修を実施又は実施予定である。 

※従業者ごとに個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定め

た計画をいう。 

②利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は技

術指導のための会議を定期的に開催している（概ね 1月に 1回以上）。 

③上記の会議の開催状況については、その概要を記録するとともに、「利用者に

関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」については、少なく

とも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載していること。 

・利用者のＡＤＬや意欲、主訴やサービス提供時の特段の要望 

・家庭環境 

・前回のサービス提供時の状況 

・その他サービス提供に当たって必要な事項 

加算Ⅰ 

 

以下のいずれかに該当すること。 

①事業所の従業者（看護師又は、准看護師であるものを除く）総数のうち、介護

福祉士の占める割合が７割以上である。 
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②事業所の従業者（看護師又は、准看護師であるものを除く）総数のうち、勤続

年数 10 年以上の介護福祉士の占める割合が２割５分以上である。 

加算Ⅱ 

 

事業所の従業者（看護師又は、准看護師であるものを除く）総数のうち、介護福

祉士の占める割合が５割以上である 

加算Ⅲ 

 

以下のいずれかに該当すること。 

①事業所の従業者（看護師又は、准看護師であるものを除く）総数のうち、介護

福祉士の占める割合が４割以上である 

②事業所の従業者総数のうち、常勤の職員の占める割合が６割以上である 

③事業所の従業者総数のうち、勤続年数７年以上の職員の占める割合が３割以上

である 

※いずれも定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

(4)留意事項 

新規に加算の届出を行う場合又は加算の区分を変更する場合は、サービス提供体制加算に

関する届出書に職員の割合をまとめ、札幌市に提出します。 

◆年度を越えて同じ加算区分を算定する場合 

年度ごとに事業所内で職員の割合の実績を確認し、基準を満たしているか確認するとと

もに、このことを記録した上で算定継続する必要があります。 

（この場合、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及びサービス提供体制加算に関

する届出書の提出は不要です。） 

 

(5)算定に係るよくある質問 

〇新規事業所を開設した場合の算定開始日について 

例）４月１日から事業所を開始した場合 

→ 届出日の前３か月の実績に基づき平均を算出する必要があることから、４か月目以

降届出が可能となるため、８月１日から算定が可能となります。 

〇既存事業所の算定変更について 

  例）既存事業所で９月に介護福祉士の割合が変更となった場合 

→ 前年度の実績に基づき割合を算出しているため、年度途中の変更はできません。 
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処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算（「処遇改善加算等」という。）は、サービ

ス別の基本サービス費に各種加算減算（処遇改善加算等を除く。）を加えた１月当たりの総単

位数にサービス別加算率を乗じて単位数を算定します。なお、処遇改善加算等は、区分支給限

度基準額の算定対象から除外されます。 

  

＜参考：介護保険最新情報 Vol.1136＞ 

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等

支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示について（令和４

年度分）」の一部改正について

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/documents/kaigohokennsaisinnjouhou1

136.pdf 

 

１．介護職員処遇改善加算 

介護職員処遇改善加算は、介護職員の賃金改善に充てる加算であり、基本給、手当、賞与

等の改善を実施するためのものです。賃金改善の実施は、事前に策定した計画のとおり行っ

てください。また、事業所が満たすキャリアパス要件については、全ての介護職員に周知す

ることが加算の要件のひとつです。 

 重要 

加算を取得するにあたり、事業所は以下のことを求められます 

・賃金改善を行う方法等について、『介護職員処遇改善計画書』を用いて職員に周知する 

・就業規則等の内容について職員に周知する 

・介護職員から加算に関係する賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員につい

ての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答する 

 

＜賃金改善の考え方について＞ 

介護サービス事業者等は、処遇改善加算等の算定額に相当する介護職員の賃金（基本

給、手当、賞与等（退職手当を除く。以下同じ。）を含む。）の改善（以下「賃金改善」と

いう。）を実施しなければならない。 

賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うもの

とする。この場合、特別事情届出書の届出を行う場合を除き、特定した賃金項目を含め、

賃金水準（賃金の高さの水準をいう。以下同じ。）を低下させてはならない。また、安定

的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましい。 

 

＜賃金改善に係る留意点＞ 

処遇改善加算等を取得した介護サービス事業者等は、処遇改善加算等の算定額に相当す

る賃金改善の実施と併せて、取得する加算に応じた基準を満たす必要がある。なお、当該

基準の達成に向けて取り組む費用については、算定要件における賃金改善の実施に要する

費用に含まれないものであることに留意すること。 

 

＜賃金改善方法の周知について＞ 

処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等に

ついて計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知

すること。 

また、介護職員から処遇改善加算等に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該

職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。 

６ 介護職員処遇改善加算等について 
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２．介護職員等特定処遇改善加算 

介護職員等特定処遇改善加算は、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、他の介護

職員などの処遇改善にも充てることができる加算であり、基本給、手当、賞与等の改善を実

施するためのものです。賃金改善の実施は、事前に策定した計画のとおり行ってください。 

 

 ＜配分対象と配分方法＞ 

① 賃金改善の対象となるグループ 

ａ 経験・技能のある介護職員 

介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者をいう。具体的

には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数 10 年

以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等

を踏まえ、各事業所の裁量で設定することとする。 

ｂ 他の介護職員 

経験・技能のある介護職員を除く介護職員をいう。 

ｃ その他の職種 

介護職員以外の職員をいう。 

※本部の人事、事業部で働く者など、法人内で介護に従事していない職員について

も、その事業所における業務を行っていると判断できる場合には含めることができ

る。 

② 事業所における配分方法 

・経験・技能のある介護職員のうち１人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額

平均８万円以上、又は賃金改善後の賃金の見込額が年額 440 万円以上であること。た

だし、既に賃金が年額 440 万円以上の者がいる場合には、上記の条件を新たに満たす

必要はありません。そのほか、当該賃金改善が困難な場合は合理的な説明を計画書に

記載することにより、例外的に上記要件を満たしていないことが認められます。

（例）小規模事業所等で加算額全体が少額である場合、職員全体の賃金水準が低い事

業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合等 

・当該事業所におけるａ経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の

平均が、ｂ他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均と比較し高いことが

必要です。 

・ｂ他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込み額の平均が、ｃその他の職種の賃金

改善に要する費用の見込額の２倍以上であることが必要です。 

・ｃその他の職種の賃金改善後の賃金の見込額が年額 440 万円を上回らないこと。賃金

改善前の賃金がすでに年額 440 万円を上回る場合には、当該職員は特定加算による賃

金改善の対象となりません。 

・ただし、ｃその他の職種の平均賃金額がｂ他の介護職員の平均賃金額を上回らない場

合は柔軟な取扱いを認め、両グループの平均賃金改善額が等しくなる（１：１）まで

の改善が可能となります。 

 

＜賃金改善以外の要件＞ 

① 介護福祉士の配置等要件（特定加算Ⅰのみ） 

サービス提供体制強化加算の(Ⅰ)又は(Ⅱ)の区分（訪問介護にあっては特定事業所

加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算

(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は入居継続支援加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)、地域密着型通所介護（療

養通所介護費を算定する場合）にあってはサービス提供体制強化加算(Ⅲ)イ又は(Ⅲ)

ロ、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)又は

日常生活継続支援加算（Ⅰ）若しくは（Ⅱ））の届出を行っていること。 

② 処遇改善加算要件 

処遇改善加算のⅠ～Ⅲを取得していること 
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③ 職場環境等要件 

届出の計画に係る計画の期間中に実施する処遇改善（賃金改善を除く。）の内容を全

ての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行うことと

し、「入職促進に向けた取組」、「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」、「両立支

援・多様な働き方の推進」、「腰痛を含む心身の健康管理」、「生産性の向上のための業

務改善の取組」及び「やりがい・働きがいの醸成」の区分ごとに１以上の取組を行う

こと。処遇改善加算と特定加算において、異なる取組を行うことまでを求めるもので

はないこと。 

④ 見える化要件 

特定加算に基づく取組について、ホームページ等への掲載等により掲載しているこ

と。なお、当該要件については、令和４年度から算定要件となっている。 

 
＜配分方法のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．介護職員等ベースアップ加算 

介護職員等ベースアップ加算は、介護職員の収入を３％程度引き上げるための措置を講じ

るために、令和４年 10月より新設された新加算です。基本給等の引上げによる賃金改善を

一定求めつつ、介護職員の処遇改善を行うものであることを十分に踏まえたうえで、他の職

種の処遇改善を行うことができる加算となっています。賃金改善の実施は、事前に策定した

計画のとおり行ってください。 

 

＜ベースアップ等加算の算定要件＞ 

① ベースアップ等要件 

賃金改善の合計額の３分の２以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引

上げに充てること。 

② 処遇改善加算要件 

処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）までのいずれかを算定していること。 
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７ 変更の届出、加算の届出、廃止・休止の届出 

事業者は、事業所の名称や所在地などの届出事項に変更があったとき、加算や減算などの介

護給付費算定に係る体制に変更があったとき、事業を廃止又は休止しようとするときは、届出

を行うことが介護保険法により義務付けられていますので、速やかに届出を行ってください。 

変更届 

・変更届出一覧を確認 

札幌市ホームページ「変更届（地域密着型サービス）」 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/k221_3henko.html 

 

・変更日から 10日以内に「変更届出書」と「必要書類」を提出 

※事前協議が必要な届け出もありますので、ご注意ください。 

例）定員、利用料等の変更 
予定配置等の人員基準に関するもの 
平面図、設備の概要の変更 など 

加算届 

□加算の算定の届出 

・毎月 15日以前に届出→翌月から算定 

・毎月 16日以後に届出→翌々月から算定 

 

□「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「ベース 

アップ等支援加算」 

・届出日の翌々月１日から算定 

 

□加算の取り下げ 

要件を満たさなくなることが明らかになった場合には、速やかに加算の取

り下げの届出を行ってください。 

 

札幌市ホームページ「加算の届出（地域密着型サービス）」

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/t_taisei-todokede.html 

廃止届 

休止届 

□廃止又は休止の日の１月前までに届出を行ってください。 

（財産処分の手続きがある場合には、遅くとも２月前にはご相談ください。） 

 

□利用者への適切な措置が取れているか確認する必要がありますので、事前に

札幌市へご連絡ください。 

 

札幌市ホームページ「廃止・休止・再開の届出（地域密着型サービス）」 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/t_haishi.html 

登録   

メール 

アドレス 

の変更 

電子メールに、必要事項（１.事業所番号 ２.サービス種別 ３.事業所名）

を記載して届出を行ってください。 

札幌市ホームページ「電子メールアドレスの登録について」 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/testmail.html 

※電子メールで重要なお知らせをお送りしておりますので、メールアドレスの変更

がある場合は速やかに届出を行ってください。 
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８ 文書の保存年限について 

本市の各基準条例において、通常の記録については「完結の日から２年を経過した日」まで

の保存を、報酬請求に係る記録については、「当該記録に係る介護給付があった日から５年を

経過した日」まで保存するよう定めております。 

本市では、「完結の日」とは、「当該記録の作成目的が果たされた日」としています。 

 

＜具体例＞ 

記 録 完結の日 保存年数 

利用者が正当な理由なしに利用に関する指示に従わな

いことにより、要介護状態の程度を増進させたと認め

られるとき、若しくは偽りその他不正な行為によって

保険給付を受け、又は受けようとしたときに行った市

町村への通知に係る記録 

市町村への通知を行

った日 

２年間 

苦情の内容等の記録 当該記録に係る対応

が終了した日 

サービスの提供により事故が発生した場合、事故の状

況及び事故に際して講じた措置についての記録 

当該記録に係る対応

が終了した日 

各計画（居宅サービス計画、介護予防サービス計画、

施設サービス計画、個別サービス計画） 

当該記録に係る介護

給付があった日 

５年間 

提供した具体的なサービスの内容等の記録 当該記録に係る介護

給付があった日 

従業者の勤務の体制及び実績に関する記録 当該記録に係る介護

給付があった日 

運営推進会議における報告、評価、要望、助言等につ

いての記録 

当該記録の公表日 ２年間 

身体拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

当該記録に係る介護

給付があった日 

５年間 

※法人等の判断により、これを上回る期間保存しても構いません。 
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平成 18(2006)年４月１日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する

法律」（高齢者虐待防止法）が施行され、令和３年度の介護報酬改定・基準省令改正によっ

て、すべての介護サービスにおいて高齢者虐待防止のための体制整備等の取組みが義務化さ

れています（令和６年３月 31 日まで経過措置あり）。 
 
１．高齢者虐待防止に関する取組 

(1)養介護施設従事者等による高齢者虐待 
身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのあ

る暴行を加えること。 

介護・世話の放棄・放任 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の

放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著

しく怠ること。 

心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応

その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を

行うこと。 

性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をし

てわいせつな行為をさせること。 

経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢

者から不当に財産上の利益を得ること。 

 

(2)高齢者虐待の防止等のための措置 

 ・養介護施設従事者等の研修を実施すること 

・利用者や家族からの苦情の処理の体制を整備すること 

・その他の養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止のための措置を講じること 

例）虐待防止委員会の設置・運営、高齢者虐待防止マニュアル、身体拘束防止の手引の整

備など 

 

(3)高齢者虐待に係る通報の義務 

・業務に従事する養介護施設及び事業所において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見し

た場合は、速やかに市町村に通報しなければならない 

・秘密漏洩罪その他守秘義務違反にはあたらない 

・養介護施設従事者等は、高齢者虐待の通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な

取り扱いを受けない 

 

(4)通報等を受けた場合の措置 

・市町村長又は都道府県知事は、養介護施設の業務又は養介護事業の適正な運営を確保する

ことにより、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養介護施設従事者等による高齢者虐

待の防止及び当該高齢者の保護を図るため、老人福祉法又は介護保険法の規定による権限

を適切に行使するものとする。 

 ※高齢者虐待があった場合又は疑われる場合は、原則、監査を実施し、場合によっては行政

処分を行う可能性もあります。 

 

９ 高齢者虐待防止に関する取組・身体拘束について 
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  原因の究明と再発防止策を！ 

高齢者虐待に関しては、単に１施設、１職員が引き起こした事件として終わらせること

なく、各事業者において、同様な案件が起きないよう対応に努めてください。 

重大事故や問題が発生した場合には、事業所と法人が連動して速やかに事実関係や原因

を究明するとともに、必要な場合は札幌市へ報告を行い、根本的な再発防止策に取り組

んでください。 

事業所内での不適切なケアを見過ごすことで、介護技術のレベルや職員のモチベーショ

ンが下がり、高齢者虐待が発生するリスクが高まります！ 

 

   こんなことはありませんか。。。 

❏管理者や介護支援専門員が、日々の介護業務に追われている。 

→ 適切な管理や指導、ケアプランの見直しができていない。 

❏他の職員が行う介護方法や利用者に対する接し方について、気になることがあるが、

誰も注意をしない。 

 → 事業所の介護技術のレベルが低下し、不適切ケアが虐待へとエスカレート。 

❏採用職員への指導が適切に行われていない。 

 → 我流になったり誤った技術を習得したりしてしまう。 

❏人手不足や慌ただしさを感じている。 

 → 体力的、精神的に辛い状況があるのかも。面談などもしていない。 

❏虐待に係る研修を実施しているが、振り返りが不十分である。 

❏チェックリストは活用しているが、チェック結果を検証していない。 

＜参考＞ 

認知症介護情報ネットワーク（認知症介護研究・研修センター) 

https://www.dcnet.gr.jp/support/study/ 

 

 

２．身体拘束 

(1) 条例第 93 条第５号及び第６号 

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっ

ては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」とい

う。）を行わないこと。 

また、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等を行う場合には、その態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するこ

と。 
 

(2)緊急やむを得ない場合 
以下の３要件をすべて満たすこと。 

ア．切迫性 

利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い

こと。 

イ．非代替性 

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。拘束以外に方

法がない場合は、本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法により行われなければ

ならない。 

ウ．一時性 

身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。本人の状態像等に応じて最も

拘束時間の短い方法により行われなければならない。 
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 検討や手続きは慎重に！ 

❏『緊急やむを得ない』の判断は個人で行わず、関係者が広く参加したカンファレン

スで判断する。 

❏利用者本人や家族に対し、身体拘束の内容、目的、理由、時間、期間等をできる限

り詳しく説明すること。また身体拘束を実施した際は、様態、時間、利用者の心身

の状況、理由を記録すること。 

❏『緊急やむを得えず』身体拘束を行う場合についても、常に観察・再検討し、要件

に該当しなくなった場合には直ちに身体拘束を解除すること。 

 

 参考：「身体拘束ゼロへの手引き」平成 13 年厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」発行 
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10 
補助金を受けた事業所が廃止・移転・譲渡等によ

り財産処分を行う場合の手続きについて 
スプリンクラー設備、非常用自家発電機等整備や防犯対策強化に係る補助金等の交付を受け

て取得した財産について、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付

け、又は担保に供する場合（財産処分を行う場合）は、札幌市の承認を受ける必要がありま

す。 

したがって、下記の異動が発生する場合は、事前に相談のうえ、原則、１カ月前までに札 

幌市に財産処分の申請を行ってください。 

また、財産処分の状況によっては、補助金の全部又は一部の返還が必要となる場合がありま

すので、ご留意願います。 
 

 該当する異動 

❏事業所を廃止する場合 

❏事業所を移転し、補助事業により取得した設備等は廃棄又は取り壊しとなる場合 

❏事業譲渡により、設備等の所有者（使用者）が変更となる場合 

❏法人の吸収合併、子会社設立等により、設備等の所有（使用）を新法人に引き継ぐ場合 

❏設備等の全部又は一部を他事業に使用変更する場合      など 

 

＜参考＞ 

  〇補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 

第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財

産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲

渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合

は、この限りでない。 

 

〇札幌市既存小規模福祉施設等スプリンクラー設備等整備補助金交付要綱（※） 

第７条 この要綱による補助金の交付の決定には、次の各号に定めるところにより条件

を付すものとする。 

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業に

より取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産につ

いては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255

号。以下「適化法施行令」という。）第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別

に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反

して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはなら

ない。 

 

 

※過去に交付した補助金の交付要綱や他の補助金の要綱等にも、財産処分に関する記載が

ありますので、ご注意ください。 
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運営指導における指導事項は「基準条例」「基準省令」及び「告示」の項目に基づいてお

り、各サービスに関する「基準条例」「基準省令」「告示」及び「解釈通知」は下記ホームペー

ジに掲載されておりますので、ご確認ください。 

 

・基準条例 

本市ホームページ 

https://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/kijyunnjyourei.html 

 

・基準省令・告示・解釈通知（令和３年度改正） 

厚労省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html

11 根拠法令等 



□このページの内容を確認しました。 
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